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９ 国民スポーツ大会会長トロフィー授与規程 

第１条 国民スポーツ大会開催基準要項第 11項に基づき、国民スポーツ大会会長トロフィー（以下「大会会

長トロフィー」という。）は、正式競技別男女総合成績第１位の都道府県に授与する。 

２ 第１位が２都道府県以上の場合は、当該都道府県で共有する。 

第２条 大会会長トロフィーは、競技会表彰式に授与し、次回競技会において返還する。 

第３条 大会会長トロフィーを授与された都道府県は、次の各項の義務を有する。 

（１）責任をもって保管する。 

（２）破損、紛失等の場合は当該都道府県の責任とする。 

（３）優勝の刻印を次回大会までに行なうものとする。ただし、第１条第２項の場合は、当該都道府県

で協議して決めるものとする。 

（４）公益財団法人日本スポーツ協会が必要により一時返還を求めた場合は、これに応じなければなら

ない。 

第４条 本規程の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 

 

附 則 本規程は、昭和 41年 ４月 １日制定 

昭和 45年 １月 22日一部改定 

昭和 48年 ７月 10日一部改定 

昭和 54年 ５月 ９日一部改定 

平成 17年 ６月 16日一部改定 

本規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の日（平成 23年４月１日）から施行する。 

平成 30年 ４月 １日一部改定 

令和 ６年 １月 １日一部改定 

  


